水道用地使用許可条件
横須賀市上下水道局経営部用地管理課

1. 共通条項

【一般条項】

1．1 　行政財産の使用については、地方自治法第238条の4、横須賀市上下水道局（以下「局」という。）の水道事業用行政財産使用料徴収規程及び同規程に基づく事務処理要領の規定に基づき以下の使用許可条件を附してこれを許可する。

1．2 　使用許可条件に特記事項を附した場合、特記事項の規定は使用許可条件に優先する。

1．3 　事前協議及び施工協議で取り交した内容を特記事項とする。

1．4 　この水道用地使用許可条件の各条項は、第三者が水道事業の目的外に水道用地を使用することを局が許可するにあたり、水道施設及び水道用地の権原の保全を図り、もって水道事業の運営上の妨げとなることを防止することを目的とする。
1．5 　水道用地の使用に際しては、水道用地使用許可条件の各条項を遵守すること。

1．6 　局が施設の管理上行う処置及び指示については、異議の申し立てをしてはならない。

1．7 　使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用許可地を他の者に転貸し、又は担保に供する等の行為をしてはならない。ただし、上下水道事業管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
【変更・継続・取り消し等に関する条項】

1．8 　使用許可後、使用目的の変更、追加等を行う場合は、その都度、別に申請し、許可を受けること。

1．9 　使用者の名義を変更した場合は、その日から10日以内に名義変更届を提出すること。

1．10 　許可期限後も引き続き用地使用を希望する場合は、「水道用地使用申請書(継続)」を速やかに提出すること。

1．11 　使用許可期間中であっても使用料が期限内に納入がない場合、又は使用許可期限後30日経過しても使用継続の申請がない場合は使用者に通知することなく使用許可を取り消すことがある。

1．12 　使用許可期間中であっても、用途若しくは使用目的の変更により水道事業の運営に妨げを生じたとき又はこの条件に反する行為が認められたときは、使用許可を取り消すことがある。

1．13 　使用許可期間中であっても、局の事業運営上の理由により使用許可目的物が妨げとなる場合、使用許可を取り消す。
1．14 　本共通条項中１．１１から１．１３までの規定による取り消しがあった場合、使用者はその占用物件の設置に関する費用並びに占用物件の移設及び撤去に関する費用を負担し、また、その占用物件の残存価値について使用者に損失を与えても局はその補償の責務を負わない。

【使用許可目的物設置作業中に関する条項】

1．15 　この使用に起因して、局の施設及び用地に損傷を与えてはならない。

1．16 　局が管理している基準点は、移設、埋設、傾斜及び破損させてはならない。

1．17 　局の境界標は、移設、埋設、傾斜及び破損させてはならない。

1．18 　本共通条項中１．１５から１．１７までの規定による局管理物を破損等させた場合、局の指示に従って復旧し、その費用は使用者が負担すること。なお、１．１６の規定による公共基準点については、市域外水道用地に係る公共基準点管理要綱に従って作業し、万が一基準点を破損した場合は同要綱に従って復元すること。
1．19 　局の処置若しくは指示又は局施設の故障等により、使用者に損失を与えても局はその補償等の責務は負わない。

1．20 　局用地使用において掘削等の工事を伴う場合は、工事に先立ち用地管理課が指示する施設管理担当課（以下「施設管理担当」という。）と施工協議を行うこと。
【使用許可目的物の管理に関する条項】

1．21 使用許可地は、常に良識ある管理のもとに維持保全に努めること。

1．22 この使用に起因して、第三者に損害を与えたときは、使用者が全責任を負うこと。

1．23 使用許可終了後は、速やかに局職員立会いのうえ、使用者の費用負担で使用者の施設物など撤去し、用地を原形に復すること。また、当該手続き終了後は廃止届を提出すること。なお、使用許可取り消しの場合についても同様とする。

1．24 　使用者が局管理施設等を破損等したにも関わらず復元しない場合及び前項の規定に関わらず使用者が撤去を行わない場合、局において復元及び撤去を行い、その費用を使用者に請求する。請求後使用者は速やかに撤去費用を支払うこと。

【その他の条項】

１．２５　局とは別に、道路管理者、交通管理者が管理する用地に
ついては、別途各管理者の許可を得、その指示に従うこと。
２.生活に伴う通行等
2．1 　通行は人員を原則とし、車両の場合は総重量４トン以下とすること。

2．2 　家屋又は塀等の新築増改築等に際し、局の境界を侵してはならない。

2．3 　この許可は、使用者に独占して通行する権利を与えるものではない。
３.駐車場等
3．1 　駐車場所は局指定の位置とし、その他の場所に駐車してはならない。

3．2 　駐車する車両は、総重量４トン以下、幅2.0メートル以下、かつ長さ5.0メートル以下とすること。
3．3 　企業、町内会等が使用する場合は事前に上下水道事業管理者の承認を得ること。なお、転貸する場合は駐車料金により利益を得ないこと。
3．4 　駐車場内での事故、事件、その他のトラブル等に対しては、局は一切責任を負わないものとする。使用者が責任をもって解決を図ること。
3．5 　使用許可場所の雑草やゴミ等の除去は、使用者が行うものとする。
３．６　駐車場の使用にあたっては、騒音発生を極力抑え、近隣住民に迷惑をかけないこと。
３．７　使用者は駐車場の経年劣化及び使用許可申請時（更新含む）の現状有姿を承認したものとして使用し、それによって車両等に損害を受けた場合については、局は一切責任を負わないものとする。　

４.工事に伴う通行
4．1 　工事に際しては、許可番号、許可期限、許可内容等を看板等で明示すること。

4．2 　土砂搬出等の通行車両を積載重量４トン以下とすること。

4．3 　工事車両の通行する未舗装の箇所は、砕石等で不陸整正を行い、養生を行うこと。

4．4 　工事施工期間中は、他の車両が侵入できないように、水道管理用地を侵入防止柵等で囲むこと。

4．5 　工事車両の通行速度は20㎞／ｈ以下とすること。

4．6 　漏水等の事故の際は、局施工の復旧工事に協力すること。

4．7 　この許可は、使用者に独占して通行する権利を与えるものではない。

4．8 　工事着手に先立ち、使用者は、工事施工計画書（工事内容、施行方法、工程表）等必要書類を揃え、施設管理担当と施工協議を行うこと。

4．9 　工事着手前に着手届を提出すること。

4．10 　工事完了後は、速やかに、工事完了届を提出すること。
5.埋設工事など
5．1 　工事に際しては、許可番号、許可期限、許可内容等を看板等で明示すること。
5．2 　掘削時には、埋設管等の局施設に十分に注意し、近接する工事の場合は人力掘削を原則とする。
5．3 　構造物（埋設管渠を含む。）を建設する場合は局施設との離隔を、交差の場合は30cm以上、その他の場合は50cm以上確保すること。
5．4 　局水道管の周りは、良質な土砂で埋め戻しすること。
5．5 　この工事を施行する時は、必要により、事前に局職員の立会いを受け、その指示に従い行うこと。
5．6 　工事着手に先立ち、使用者は工事施工計画書（工事内容、施行方法、工程表）等必要書類を揃え、施設管理担当と施工協議を行うこと。

5．7 　工事着手前に着手届を提出すること。
5．8 　この工事の残土は、工事日ごとに処理すること。
5．9 　工事完了後は、速やかに工事完了届を提出すること。

